
野田市留守家庭学童保育所設置条例

の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

令和７年１２月１７日 

 

野田市長  鈴 木   有 



野田市条例第４２号 

 

   野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

野田市留守家庭学童保育所設置条例（昭和４６年野田市条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の表野田市立東部学童保育所の項中「２６９番地の１」を「２２０番

「        「 

地」に、  ４５人  を  ５８人  に改め、同表野田市立二川学童 

           」        」             

「        「 

保育所の項中  ７９人  を  ７７人  に改める。 

             」        」             

附 則 

この条例は、令和８年３月１日から施行する。 

 


